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福岡、平６不47、平７不43、平10.7.17 

 

命 令 書 

 

 申立人  南嶺保育園労働組合 

 

 被申立人 社会福祉法人みのり学園 

 

主  文 

１ 被申立人は、申立人執行委員長Ａに対し、平成７年４月１日以降、従前の

主任保母相当として処遇し、従前の主任保母であれば得られたであろう賃金

相当額と既に支払われた賃金額との差額を支払うとともに、今後の主任保母

相当の職務内容について申立人と協議しなければならない。 

２ 被申立人は、常勤保母の平成６年度夏季一時金について、算定基礎に特殊

業務手当及び主任手当を含んでいたものとして取り扱い、これによって算出

した額と既に支払われた額との差額を申立人組合員に対して支払わなければ

ならない。 

３ 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならな

い。 

記 

 年 月 日 

南嶺保育園労働組合 

執行委員長 Ａ 殿 

社会福祉法人みのり学園 

理事 Ｂ 

当社会福祉法人が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、

労働組合法第７条第１号、第２号及び第３号に該当する不当労働行為である

と認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 

記 

⑴ 主任保母であった貴組合執行委員長Ａ氏に対し、平成７年４月１日付け

で主任保母制度を廃止したことに伴い保母を命じたこと。 

⑵ 平成６年度夏季一時金の支給に際し、常勤保母について一時金の算定基

礎から特殊業務手当及び主任手当を除外したこと。 

⑶ 平成６年度夏季一時金をパートタイム職員に支給しなかったこと。 

⑷ 貴組合との団体交渉において、貴組合員の出席者が３名を超えたことを

理由に実質的に団体交渉を拒否したこと。 

４ 申立人のその他の申立ては棄却する。 

 

理  由 

第１ 認定した事実 
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１ 当事者 

⑴ 被申立人社会福祉法人みのり学園（以下「学園」という）は、肩書地

において南嶺保育園（以下「保育園」という）を経営する社会福祉法人

で、その職員数は本件審問終結時20名余であり、そのうちパートタイム

職員（以下「パート職員」という）はおよそ10名である。 

⑵ 申立人南嶺保育園労働組合（以下「組合」という）は、保育園に勤務

する職員で組織する労働組合で、その組合員数は本件審問終結時常勤保

母２名である。 

  組合は、上部団体として、結成当時は全日本自治団体労働組合大阪府

本部（以下「自治労府本部」という）に加盟していたが、後にこれを脱

退し、本件審問終結時には大阪自治体労働組合総連合（以下「大阪自治

労連」という）に加盟している。 

２ 夏期休暇の変更等について 

⑴ 平成６年２月25日、保育園施設長（以下「園長」という）Ｃ（以下「Ｃ

園長」という）は、主任保母であるＡ（以下「Ａ」という）に対し、職

員会議の打合せ資料として、同６年度のクラス担任案並びに労働基準法

改正に伴う休日及び休暇の変更案を記載した文書を手渡した。このうち

休日及び休暇の変更案は、①新たに毎月１回（４月及び８月を除く年間

10日）の休日を設けること、②年次有給休暇（以下「有休」という）の

日数を勤続１年目の職員について従来の６日から10日に増加すること、

③従来有休とは別に付与していた夏期休暇３日及び年末年始休暇のうち

の１日の合計４日についてこれを廃止し、有休を使って取得するように

協力を求める、というものであった。なお、従来、夏期休暇は、就業規

則には定めがなかったが、平成元年頃以降２日又は３日付与されており、

年末年始休暇も就業規則の規定以外に２日付与されていた。 

⑵ 従前、Ａは、主任保母として、園長に次ぐ地位にあって担任のクラス

を持たず、Ｃ園長が保育園に常時在園していなかったことから、日常の

保護者との対応等実質的に対外的な責任者であるとともに、対内的にも

職員に対する管理的業務を担当していた。その業務は、園長補佐、保育

園と保護者との間の相互連絡、入園児の面接、小口現金の出納記帳管理、

物品の選択及び購入、写真代・用品代の徴収、勤務表の作成と調整、職

員会議の開催、園だよりの作成、保母の有休取得時等の勤務の代替、保

母の保育計画作成の指導等であった。 

⑶ 平成６年３月20日頃、Ａは、同６年度行事予定表を作成した。それに

は、８月６日から同月10日の欄に「９名出勤」、同月11日から同月15日の

欄に「５名出勤」と記載され、さらに、両欄には「各有休３日」と記載

されていた。 

⑷ 平成６年３月下旬、Ｃ園長は職員会議において、「平成６年度の休日休

暇については、勤続１年目の職員に対する有休の付与日数が６日から10

日に増え、また、平日に休日が10日新たに付与される。ただし、夏期休
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暇を廃止し、年末年始休暇も１日削減する」旨説明した。 

⑸ 平成６年５月、学園の理事会において、就業規則を同年４月１日に遡

及して改正することが承認された。この改正により、休日は、日曜日、

国民の祝日、土曜日交替制で月１回か２回（年16回）、勤務表による平日

休日月１回（ただし４月、８月を除く）、年末年始休暇（12月29日～31

日、１月１日～４日）とされた。 

３ 組合結成前後の状況等について 

⑴ 平成６年３月３日、学園代表者理事（以下「理事長」という）Ｄ（以

下「Ｄ理事長」という）はＡに対し、退職を勧告した。Ｄ理事長は、そ

の理由について、「主任保母でありながら、他の保母が要求していない１

日30分の労働時間短縮を率先して要求したことである」と説明し、退職

日を夏季一時金受領後の同年６月末日とする旨述べた。Ａはいったん退

職を了解したが、結局、退職しなかった。 

⑵ 平成６年４月23日、組合が結成され、Ａが執行委員長に就任した。結

成当時、組合の組合員（以下「組合員」という）は常勤保母11名及びパ

ート職員１名の合計12名であり、上部団体として自治労府本部に加盟し

た。 

⑶ 平成６年４月25日、組合及び自治労府本部（以下、両者を併せて「組

合等」という）は学園に対し、組合結成通知書、要求書及び団体交渉（以

下「団交」という）申入書を提出し、同年５月12日に団交を開催するよ

うに申し入れた。要求書における要求内容は、賃金など労働条件等に関

する事前協議、時間内組合活動の承認、組合用務のための休憩室使用等

であった。 

⑷ 平成６年４月28日、Ｄ理事長は、職員を３名ないし４名ずつ集めて職

員全員から組合結成の経緯について事情を聴取した。事情聴取の中で、

Ｄ理事長は、組合員からＡに対する退職勧告の理由を尋ねられ、昭和62

年11月の遠足で園児が負傷した時の同人の対応が不適切であったことで

あると回答した。なお、この事故に関して、Ａはその当時既に１号俸降

給の処分を受けている。 

⑸ 平成６年５月６日の職員会議において、Ｄ理事長は、従来保母の一時

金の算定基礎に特殊業務手当等を加えていたが、今年はその上積みがで

きない旨発言した。 

⑹ 平成６年５月14日の閉園後、学園内で飼育していたうさぎと金魚が殺

され、また、Ａが管理していた小口現金数万円が盗まれるという事件が

発生した。 

４ 団交人数制限、休憩室使用等について 

⑴ 平成６年５月20日、最初の団交が開催され、学園からはＣ園長が、組

合からは組合員全員がそれぞれ出席した。Ｃ園長は同年４月25日付け要

求書について、休憩室を含む学園施設の使用及び時間内の組合活動は認

めない旨回答した。 
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⑵ 平成６年６月１日、Ｃ園長が退任し、Ｅが後任の園長に就任した（以

下、同人を「Ｅ園長」という）。 

⑶ 平成６年６月８日、学園と組合は、休憩室の使用、団交ルールの確立

等を議題として団交を開催した。自治労府本部とＤ理事長の間で同日に

限り組合員の出席人数を３名とする旨の合意がなされたため、同団交に

は、組合員７名が交替で出席した。 

  Ｄ理事長は、賃金等の労働条件、配置転換、処分及び解雇については

事前協議を行うと回答し、この点については労使が合意した（以下、こ

の合意を「事前協議合意」という）。しかし、同理事長は、組合用務のた

めの休憩室使用は認めない（以下、組合用務のための休憩室使用に関す

る問題を「休憩室使用問題」という）と回答した。 

⑷ 平成６年６月16日、組合は、学園の求めにより、同月８日の団交にお

いて組合が口頭で要求した一時金の算定基準の明示、パート職員の有休

表の交付等について、改めて文書をもって要求した。 

⑸ 平成６年６月18日付け文書で、自治労府本部は学園に対し、休憩室使

用問題について、「学園は組合要求に対する回答を引き延ばし、合理的な

理由も示さずに話合いに応じていない」として、「組合等は同月22日以降

組合用務のために保育園の業務に支障のない範囲で事前に届け出た上で

学園施設を責任をもって使用する」旨通知し、同月20日、組合はＥ園長

に翌21日午後６時30分から午後９時まで休憩室を使用するとの施設使用

届を提出した。これに対し、Ｅ園長は、同届に「施設の使用は認められ

ません」と記載して組合に返却した。 

  なお、休憩室は、職員の休憩及び更衣のほかに職員会議にも使用され

ているが、組合結成前には、年に数回、職員が送別会や勉強会を行うた

めに使用することがあり、その際には職員がＣ園長に対し使用する旨を

口頭で申し入れ、了解を得ていた。 

⑹ 平成６年６月20日、学園は、同月８日の団交で回答しなかった項目に

ついて文書で回答した。その内容は、団交については、上部団体の参加

を認める、できる限り園長に交渉権限を委任し希望の日程に応じるよう

に努力する、組合員の団交出席者数を３名とするように希望する、また、

パ一ト職員の労働条件については、毎年の雇用契約書に記載していると

おりである。というものであった。 

⑺ 平成６年６月21日、組合等は前日の学園の回答を受けて、園長の交渉

権限の範囲を具体的に明示すること、組合側団交出席人数は組合員全員

とすること等を要求するとともに、翌日に団交を開催することを求める

文書をＥ園長に提出し、同園長は、団交開催については言及しないまま

文書を受け取った。翌22日、Ｅ園長は、Ａから、「団交を今日開催するの

か」と尋ねられ、「団交の交渉人数が３名を超えるおそれがある。今日開

催せよと言われても無理である」旨を述べ、団交は開催されなかった。 

⑻ 組合は、平成６年６月24日、同月27日及び同月28日に組合用務で休憩
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室を使用する旨の施設使用届をＥ園長に提出したが、いずれも使用を許

可されなかった。これに対し、同月28日、組合等は許可のないまま休憩

室を使用し、翌29日、Ｅ園長は組合に休憩室使用について抗議した。 

  同年７月12日、組合は、同日組合用務のために休憩室を使用するとし

て施設使用届をＥ園長に提出し、許可できない場合は理由を明示するよ

うに求めたが、Ｅ園長は、施設の使用は認められない旨のみを記載して

この届を返却した。同月18日ないし20日にも、組合はＥ園長に当日の施

設使用届を提出したが、いずれも許可されなかった。 

５ Ａの執務机移動問題等について 

⑴ 平成６年６月24日、Ｅ園長はＡに対し、保育園事務長（以下「事務長」

という）を新規採用することを理由として、保育園事務室（以下「事務

室」という）から約15メートル離れた０歳児室にＡの執務机を移動する

ように口頭で命じた。しかし、Ａは、執務机の移動は一方的な労働条件

の不利益変更であるとしてこれに応じなかった。 

  当時、事務室では、Ｅ園長、栄養士１名及びＡの３名が執務していた。

事務室は話をすれば全員に聞こえるほど狭く、保育園には電話は事務室

に１台あるのみであった。 

⑵ 平成６年６月28日、自治労府本部は学園に対し、同月22日に団交を開

催しなかったこと及び事前協議を経ずにＡの執務机の移動を指示したこ

とに抗議するとともに、これらを議題とする団交を同年７月２日に開催

するよう文書で申し入れた。団交は、同月６日に開催され、Ｄ理事長は、

Ａに執務机の移動を命じた理由について、組合の委員長が事務室にいる

と都合が悪い旨述べた。 

⑶ 平成６年７月１日、学園は、Ｆを事務長として採用した（以下、同人

を「Ｆ事務長」という）。 

  学園は、Ｆ事務長の採用に伴い、Ａの担当業務から園長補佐及び小口

現金の出納記帳管理の業務を除外した。 

⑷ 平成６年８月２日、Ｅ園長はＡに対し、「勤務場所（部屋）の移動につ

いて（業務指示）」と題する文書を発し、経営に関して協議する場所にお

いて組合執行委員長が執務することは不適当であるとし同人の執務机の

移動を再度命じた。Ａは、前回と同様、これに応じなかった。 

６ 夏季一時金に係る団交等について 

⑴ 平成６年６月30日、常勤職員に夏季一時金が支給された。栄養士及び

調理員には従来どおり「基本給＋調整手当」を算定基礎として算出され

た額が支給されたが、保母については、算定方式が変更され、昭和62年

から算定基礎に含まれていた特殊業務手当（基本給の４％）及び主任保

母を対象とする主任手当（基本給の４％）が除外され、栄養士及び調理

員と同様「基本給＋調整手当」が算定基礎となっていた（以下、保母に

対する夏季一時金算定基礎の変更を「夏季一時金削減」という）。なお、

支給月数は前年と同様であった。 
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  また、パート職員に対する一時金は支給されなかった。パート職員の

一時金については、雇用契約書には支給に関する定めはなかったが、数

年前から、数万円程度支払われるのが慣例であった。 

  なお、夏季一時金支給当時、職員は園長及びパート職員を含め21名で、

常勤保母12名中11名が組合員であり、栄養士及び調理員各１名は組合に

加入していなかった。また、パート職員６名中１名が組合員であった。 

⑵ 平成６年６月30日、学園は組合に対し、一時金の算定基準は、当年度

又は前年度の会計が赤字にならない限り大阪府の措置基準に準じること、

本年度の一時金は同措置基準どおり「基本給＋調整手当」を算定基礎と

して夏季には2.2を、年末には2.6を、年度末には0.5をそれぞれ乗じた額

とすること等を文書で回答した。 

⑶ 平成６年７月５日、Ａは、同人の執務机の上に、学園から組合にあて

た同年６月24日付けの文書が裏返しの状態で置かれているのに気付いた。

この文書には、夏季一時金について、算定基礎を常勤職員一律に「基本

給＋調整手当」とすること、同月30日に支給する予定であること、同月

28日までに回答するように希望すること等が記載されていた。 

  なお、Ｅ園長は、この文書を発したことについて、Ａはじめ組合員に

は何も告げておらず、また、同月28日に自治労府本部組合員が学園に来

た際にも告げなかった。 

  同年７月５日、組合員を含むパート職員全員は、夏季一時金不支給に

ついて抗議するとともに話合いを要求する文書を学園に提出した。 

⑷ 平成６年７月６日の団交において、組合等は、夏季一時金削減問題等

について事前協議がなかったとして抗議した。これに対し、学園は、同

年６月24日付け文書を見てもらっていると考えていた旨主張するととも

に夏季一時金削減の理由を説明したが、組合等は、学園が夏季一時金削

減等を申し入れた文書を組合が受け取ったかどうか確認せず、事前協議

合意を無視して夏季一時金を支給したとして抗議した。 

  同日の団交で、学園は、常勤保母の夏季一時金の算定基礎を変更した

のは、財政事情が厳しい中にあって栄養士及び調理員との公平を図るた

め「基本給＋調整手当」を算定基礎としたものであり、パート職員の夏

季一時金を廃止したのは、有休を付与することにしたため従来有休を付

与しない代償として一時金を支払っていた意味がなくなったことによる

ものであると説明した。なお、これまで、パート職員に対し、有休の代

替として一時金が支給されている旨の説明がされたことはなかった。 

７ お泊まり保育に係る団交等について 

⑴ 平成６年６月30日、Ｅ園長はＡに対し、例年夏の行事として行ってい

る１泊２日の園外保育（学園ではこれをお泊まり保育と称している。以

下「お泊まり保育」という）を同年も実施するために職員が時間外勤務

をする必要があるとして、労働基準監督署に提出する時間外労働及び休

日労働に関する協定届の用紙に書名・押印するように求めた。学園は、
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同年のお泊まり保育を７月29日から30日にかけて実施する予定であった。 

  しかし、Ａは、同人個人に対してではなく組合に対して時間外労働及

び休日労働に関する協定（以下「三六協定」という）の申入れをするよ

うに要求する旨の返答書を添付して、上記協定届用紙をＥ園長に返却し

た。 

  なお、従前は、三六協定を締結せずにお泊まり保育は実施されていた。 

⑵ 平成６年７月１日、Ｅ園長は、組合から提出された同日夜に休憩室を

使用するとの施設使用届出書に、使用を認めない旨の回答と三六協定に

ついての話合いを同月６日に行う旨の提案を記載した上、返却した。 

⑶ 平成６年７月６日、三六協定、Ａの執務机移動問題、夏季一時金削減

問題等を議題とする団交が開催された。学園側はＤ理事長、Ｅ園長及び

Ｆ事務長が出席し、組合側は自治労府本部から２名、組合から３名を超

える組合員が出席した。 

  団交の冒頭で、Ｄ理事長は、組合員が多数出席していると取り囲まれ

ているようで脅威を感じる、また、組合員に個々の意見を述べられては

対応できない、団体であるから代表者同士で交渉すればよいとして組合

員の出席人数を３名とするように主張した。また、三六協定については、

締結できなければ毎年実施してきたお泊まり保育を中止せざるをえない

旨述べた。これに対し、組合等は、団交の人数制限は不承知であるとし

つつも自治労府本部２名のほかは組合員を交替で３名になるように出席

者を調整したが、三六協定については延長時間や期間等について具体的

な提案もせずにその締結を求めること自体不適切であるとして抗議した。 

⑷ 平成６年７月13日、組合は当委員会に、夏季一時金削減、夏期休暇廃

止、団交人数制限、休憩室使用等の問題についてあっせんを申請（平成

６年（調）第26号）した。 

⑸ 平成６年７月18日、学園は組合に対し、対象期間を通年とする学園の

協定案を添えて、翌19日に三六協定について代表者３名と協議したい旨

を申し入れた。これに対し、組合は、執行部７名で団交に応じる旨回答

した。 

⑹ 平成６年７月19日午後５時30分から三六協定を議題とする団交が開催

された。当初組合員の出席人数について労使間で意見の対立があったが、

結局、学園側はＥ園長及びＦ事務長が、組合側は自治労府本部から１名、

組合員３名が出席して団交が始まった。 

  その冒頭で、学園は三六協定が締結されないままお泊まり保育を実施

するつもりはないこと等を述べ、組合等は前記⑷記載のあっせん申請を

行ったことを述べた。 

  その後、組合員の出席者が増加したところで、学園側は発言をやめた。

一方、組合等は、Ｄ理事長がいなければ三六協定の話が進まない旨述べ

たので、学園側は同理事長に電話をかけたが連絡がつかなかった。開会

から約１時間後、組合等が学園のこのような対応では三六協定の話はこ
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れ以上進まない旨発言したことをきっかけとして、Ｅ園長及びＦ事務長

は退席しようとし、その際、組合員らはＥ園長らの腕をつかんで引き止

めようとした。 

⑺ 平成６年７月20日、組合等は、夏季一時金削減問題、組合事務所及び

掲示板の貸与、三六協定等に関して同月23日に団交を開催するように申

し入れた。 

  翌21日、学園も組合に対し、三六協定についての団交開催を申し入れ

た。 

⑻ 平成６年７月22日、組合等は学園に対し、Ｅ園長及びＦ事務長が同月

19日の団交を途中で放棄したとして文書で抗議した。また、組合等は、

事前に提示されていた対象期間を通年とする学園の三六協定案が、時間

外労働の範囲を一か月当たり平日３時間、土曜日４時間としていたこと

に対し、「親の迎えが遅くなった場合や学園の行事前の準備等でも時間外

労働が必要で、余りにも現場を知らなさすぎ、到底同意できるものでは

ない」として、お泊まり保育の２日間のみを対象期間とする組合の三六

協定案を提示するとともに団交を申し入れた。 

  同日午前10時から団交が開催され、組合員は交替で参加し、学園側か

らはＥ園長が出席した。この団交では協定締結に至らなかったが、学園

側からはお泊まり保育を中止する旨の意思表示はなされなかった。 

⑼ 平成６年７月23日午後、Ｅ園長は、お泊まり保育の中止を知らせる張

り紙を休憩室に掲示するとともに、宿泊を予定していたユースホステル

の予約を取り消した。また、学園は、お泊まり保育中止を通知する「お

詫び」と題する同月25日付けの文書を対象園児の保護者に郵送した。こ

の文書の中には、「既にご存じの様に南嶺保育園の労使関係がうまく行っ

ておりません。このまま『お泊まり保育』を強行いたしましても、お子

様の安全に不安を感じます」との記載があった。 

  しかし、同月27日、保護者会から学園に対し、お泊まり保育中止の撤

回を求める要望書が提出され、同日、保護者立会いの下で学園と組合は

団交を行い、お泊まり保育を実施する２日間を対象期間とする三六協定

を締結した。その結果、お泊まり保育は、予定どおり同月29日から30日

にかけて実施された。 

  なお、組合は、組合結成以降、職員及び園児の保護者に対して機関誌

「スイミー」を配付し、その中で学園の組合への対応を批判していた。 

８ 団交人数制限による団交中断等について 

⑴ 平成６年７月25日、組合等は同月20日に申し入れた団交について再度

開催に応ずるように学園に申し入れた。これに対し、学園は組合に、前

記７⑹記載の同月19日の団交において、組合員の出席を３名に制限する

ようにとの学園の申入れに反して７名の組合員が出席し、園長、事務長

に対し軟禁・暴力に及ぶ行為があったとして抗議を行うとともに、同月

28日午後７時から組合側代表者３名との団交を受諾する旨を文書で通知
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した。 

⑵ 平成６年７月28日、団交が開催され、学園側はＤ理事長、Ｅ園長及び

Ｆ事務長が、総合側は団交開始時から自治労府本部から２名と組合から

４名が出席した。Ｄ理事長は、同月19日に学園側交渉担当者が閉じ込め

られたので人数制限を行うと主張し、「黙っとこ。何も言うな」とＥ園長

に指示し、組合が閉じ込めたことはなかったと反論する中、学園側は開

会から20分後に退席した。その際、組合員らが同理事長の出そうとした

車の前に立ちはだかったため、同理事長が軟禁されたとして警察に通報

するという事態が生じた。 

⑶ 平成６年８月２日、Ｅ園長は組合に対し、休憩室は職員が休憩するな

どのため設けられたものであるから組合の会議のために使用することは

許可できない旨を文書で通知した。 

⑷ 平成６年８月５日午後７時から、夏季一時金削減問題、休憩室使用問

題、お泊まり保育中止決定通知の責任等を議題としで団交が開催された。

学園側はＤ理事長等３名が、組合側は当初、自治労府本部から２名、組

合から３名が出席した。学園は、保母の夏季一時金の算定基礎を変更し

たのは職員間の平等化を図るためであること、休憩室使用問題について

は、休憩室を始めとする施設設備の使用は認められないが掲示板の貸与

は可能であることを回答した。 

  また、学園がお泊まり保育中止の問題は労使双方に責任があると述べ

たのに対し、組合等は学園の責任であると反論し、お泊まり保育中止に

ついての見解を巡り団交が紛糾した。 

  午後８時50分頃組合員の出席人数が５名になった時点で、Ｄ理事長が

退席しようとし、これに対し、組合員が理事長の前に立ち、「ちゃんと話

し合って下さい」と要求したところ、理事長は警察に通報し、結局団交

はそのまま終了した。 

⑸ 平成６年８月８日、組合等は学園に対し、同月５日の団交を中途で打

ち切ったことに抗議し、同月９日に団交を開催するように申し入れると

ともに、同月２日付け施設使用不許可通知及びＡに対する執務机移動命

令の撤回を要求した。 

⑹ 平成６年８月９日、学園は、前日の組合等からの抗議に対し、同月５

日の団交で警察に通報した理由について、組合が十数回にわたって理事

長を「ばか」と呼び机をたたき怒鳴りつけたため、これ以上正常な団交

は望めないと判断したためである旨を文書で回答し、次回団交開催を同

月12日又はそれ以降とするように申し入れた。 

⑺ 平成６年８月９日、組合は、前記７⑷記載のあっせんに学園が応じな

かったためこれを取り下げ、夏季一時金の削減、夏期休暇の廃止、団交

出席人数の制限、Ａの執務机移動の強要、休憩室の使用妨害等が不当労

働行為であるとして、当委員会に救済申立て（平成６年（不）第47号。

以下「６－47号事件」という）を行った。 
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９ ６－47号事件申立て後の経緯について 

⑴ 平成６年８月10日、学園は組合に文書を提出し、組合からの交渉員を

３名程度に制限する理由は、組合の代表者でない者が無責任な発言をし

て団交をつるし上げの場としているので、これを平和的な交渉の場とす

るためであると回答するとともに、組合が同年６月28日に休憩室を無断

使用したこと等に対して抗議した。また、同年８月11日、学園は組合等

に対し、正常な団交、平和的な話合い、冷静な発言や文書内容を期待す

るとの文書を提出した。 

⑵ 平成６年８月12日、組合等は学園に対し、お泊まり保育中止を保護者

に通知した文書の内容は組合に対する保護者の不信感をあおるものであ

り、また、同年７月28日及び同年８月５日の団交における学園の態度は

団交拒否に当たるとして抗議し、謝罪を要求した。 

⑶ 平成６年８月中旬以後、学園は、組合員の団交出席人数が３名を超え

た場合でも、出席人数を理由として団交を中断したり拒否したりするこ

とはなくなった。 

⑷ 平成６年８月17日、組合はＥ園長に対し、翌18日の施設使用届を提出

したが、Ｅ園長は、「一日の業務が終われば速やかに帰宅して下さい。施

設内にて、遅くまで業務以外の事で居残る事は、園長として許可する事

は出来ません。同月２日に施設使用不許可通知を出している通りです」

と記載して届を返却した。 

⑸ 平成６年９月初旬、組合は、学園から組合掲示板を貸与され、同掲示

板は休憩室内に設置された。 

⑹ 平成６年10月１日、Ｅ園長退任に伴い、Ｇが園長に就任した（以下「Ｇ

園長」という）。また、この頃、Ｈが新たに学園の理事に就任した（以下

「Ｈ理事」という）。 

⑺ 平成６年10月14日、学園はＡに対し、同年５月１日から同年９月７日

の間に保護者から徴収した写真代４万7,050円を同人が着服したとして、

その返還を求める代理人弁護士名の文書を内容証明郵便で送付した。な

お、学園は、同文書を発する前に、Ａに対して写真代の取扱いに関する

事情聴取を行わなかった。 

  同年10月15日、Ａは、同人が保管していた７万6,875円をＦ事務長に引

き渡した。 

  Ａは、保護者に有償で頒布する写真の代金を管理していたが、出納簿

を作成しておらず、写真代の出納状況について十分説明できなかった。

しかし、Ｃ園長時代には、出納簿を作成するようにとの指示を受けたこ

とはなく、年度末におおよその残高のみを同園長に報告し了解を得てい

た。 

⑻ 平成６年10月21日、学園はＡに対し、主任保母の職務所掌に係る業務

命令を書面で発し、同人の担当業務から保母の有休取得時等の勤務の代

替、物品の購入、写真代・用品代の徴収の業務を除外した。 
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⑼ 平成６年10月31日、Ｇ園長が辞任した。同日、当委員会における６－

47号事件の第３回調査において、組合及び学園は和解に向けて自主交渉

を行うことで合意した。 

  翌11月１日、組合は自治労府本部副委員長Ｊに、学園はＨ理事に、そ

れぞれ交渉権限を白紙委任し、和解交渉を開始した。また、組合は自治

労府本部の指示により、機関紙「スイミー」の発行を停止した。 

⑽ 平成６年12月９日、職員に年末一時金が支給された。保母については、

特殊業務手当及び主任手当が再び算定基礎に含まれるように変更されて

いた。また、パート職員にも年末一時金が支給された。 

⑾ 平成７年１月１日付けで、Ｋが園長に就任した。 

⑿ 平成７年２月９日、Ａが、組合の会議において、和解交渉の過程で自

治労府本部から主任か組合執行委員長のいずれかを辞めるように打診さ

れていることを報告したところ、出席組合員11名全員がこれに反対した

ため、Ａは自治労府本部に対し、主任も組合執行委員長もやめる意思は

ない旨及び和解による早期解決を要望する旨を伝えた。 

⒀ 平成７年３月下旬、組合は、今後の和解交渉に当たり引き続き交渉権

限を自治労府本部に白紙委任するかどうかについて組合員全員で採決し、

賛成７、反対６で委任することを決定した。Ａは、白紙委任に反対の立

場であったが採決結果に従い、改めて、白紙委任することを自治労府本

部に伝えた。 

10 主任保母制度の廃止等について 

⑴ 平成７年３月30日、Ｈ理事は職員会議において、同年４月１日付けで

主任保母制度を廃止することを説明した。なお、Ａは学園からこのこと

を事前に知らされていなかった。 

⑵ 平成７年４月１日、学園はＡに対し、「社会福祉法人みのり学園保母を

命じ、平成７年度給与基準改定により、次記のとおり本俸および手当を

支給します」との辞令を交付した。この結果、Ａは、主任保母から一般

の保母に降格されるとともに基本給の４％相当の主任手当が支給されな

くなり、主任保母としての業務が免じられて、クラスを受け持つことと

なった。同時に、同人は、担任する０歳児室に執務場所を移動した。ま

た、従来主任保母が行っていた業務は、園長と事務長とが分担して行う

こととなった。 

  学園は、同年８月頃、同年４月１日付けの就業規則改正を労働基準監

督署に届け出た。旧就業規則は、「職員の職務」を「⑴園長、主任保母、

保母 ⑵事務員 ⑶調理員 ⑷嘱託医師」と定めていたが、新就業規則

では職務の規定を削除し、管理職を「施設長・それに準ずる者・事務長

をいう」と規定している。 

⑶ 平成７年４月27日、組合は、臨時大会を開催して上部団体を自治労府

本部から大阪自治労連に変更する決識を行い、自治労府本部から脱退し、

同年５月10日、大阪自治労連に加盟した。なお、同年４月になって組合
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員の脱退が相次ぎ、臨時大会開催時、組合員は５名であった。 

⑷ 平成７年６月14日、組合は、学園がＡを主任として取り扱わなくなっ

たこと及び同年４月頃から勤務時間終了後職員会議開始までの時間を時

間外労働として取り扱わなくなったことが不当労働行為に当たるとして、

当委員会に救済申立て（平成７年（不）第43号。以下「７－43号事件」

という）を行った。 

11 ７－43号事件申立て後の経過について 

⑴ 平成７年８月４日、Ａ及び組合員Ｌは、大阪地方裁判所に同６年夏季

一時金削減分の支払等を求めて訴訟を提起し、当該事件は本件審問終結

時、係属中である。 

⑵ 平成９年２月17日、組合は、７－43号事件のうち時間外労働に係る請

求を取り下げた。また、同年４月２日、組合は、６－47号事件のうちパ

ート職員の組合員に対する同６年度夏季一時金の不支給及びＡの執務机

移動強要に関する請求を陳謝文の掲示のみに変更した。 

12 請求する救済の内容 

  組合が請求する救済の内容の要旨は、次のとおりである。 

⑴ 常勤保母組合員の平成６年度夏季一時金の算定基礎に業務手当（Ａに

ついては主任手当も）を含めなかった措置の撤回 

⑵ 夏期休暇の付与 

⑶ 参加人数を理由とした団交拒否の禁止 

⑷ 組合が休憩室を使用することに対する妨害の禁止 

⑸ 平成７年４月１日以降もＡを主任保母として取り扱い、主任手当を支

給すること。 

⑹ ⑴ないし⑸、パート職員の組合員に対する平成６年度夏季一時金の不

支給、Ａに対する執務机移動強要及びお泊まり保育中止の通知に関する

陳謝文の掲示 

第２ 判断 

１ 平成６年度夏季一時金について 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園は、夏季一時金の算定方法を変更しなければならない経営上の

理由がなかったにもかかわらず、事前協議合意に反して、一方的に常

勤保母の組合員に不利益な変更を行い、同時に組合員を含むパート職

員の一時金を廃止した。学園は、これらの変更は組合員のみを対象と

したものではないと主張するが、平成６年度夏季一時金の支給対象者

となる常勤保母は全員が組合員であり、事実上、組合員をねらい打ち

にしたものである。 

  なお、学園は、本件夏季一時金削減問題については、当時の上部団

体との間で後日合意に至っており被救済利益が消滅したと主張するが、

そのような合意が存在したことは証明されておらず、また、仮に合意
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があったとしても、組合は妥結権限まで委任したものではないからそ

の合意内容が直ちに組合を拘束するものではない。現実には、組合は

協議結果を知らされておらず、事後に承認を与えたこともない。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  夏季一時金の算定基礎については、かつては特殊業務手当及び主任

手当を含めていなかったが、昭和62年に給与規則上の根拠がないまま

含めるようになったもので、これは大阪府の措置基準にも反していた。

Ａが平成６年４月に組合を結成し学園と対立して組合活動の中心とし

て行動するようになったことから、学園は新たに園長を補佐する者と

してＦ事務長を採用することとなり、同人に支払うべき賃金相当額を

捻出するために昭和62年より前の算定基礎に戻したのである。 

  学園として欠損を生ずるような運営を避けなければならないのは当

然である。また、この措置は組合員のみを対象としたものではなく、

最も不利益を受けるのは園長であり、組合結成に対する報復たり得ず、

不当労働行為には該当しない。 

  なお、後に、学園と組合の当時の上部団体との間において、平成６

年度年末一時金以降の一時金の算定基礎については元に復するが、同

年度夏季一時金については学園の処置を変更しない旨の合意が成立し

ており、この問題につき、もはや被救済利益はない。当時の上部団体

に一切の権限を白紙委任したのは組合であり、組合と上部団体の間で

意思疎通を欠いていたかどうかは組合の問題である。 

  また、パート職員に対する一時金については、労働契約上支給義務

はなく、同年度から有休を付与することになったため支給しないこと

としたもので、非組合員を含む全員に支給しなかったのであるから、

組合結成に対する報復になり得ず、不当労働行為も成立しない。これ

についても組合の当時の上部団体との間で解決し、また、その後、パ

ート職員たる組合員が存在しなくなっているから、被救済利益は消滅

している。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  夏季一時金を巡る経緯をみると、前記第１．３⑸、４⑶、６及び９⑽

認定のとおり、学園は、組合結成通知直後の職員会議で一時金の上積み

はない旨発言したこと、事前協議合意が存在するにもかかわらず、夏季

一時金の算定基礎を変更するなどの提案を記載した文書をＡの執務机の

上に置いたのみで組合と協議を行わなかったこと、従来の常勤保母の一

時金の算定方式は昭和62年以降７年間継続しており、パート保母に対す

る一時金も数年前から支給していたこと、平成６年度夏季一時金では従

来の取扱いを変更し、常勤保母に対しては、大阪府の措置基準に準じる

として特殊業務手当及び主任手当を算定基礎から除外して一時金を支給

し、パート職員に対しては、雇用契約に根拠がないとして支給しなかっ

たこと、しかし、同年度年末一時金以降はそれぞれ従前の取扱いに戻し
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たこと、が認められる。 

  まず、常勤保母の一時金の削減について、学園は経理上欠損を生じる

ような運営を避けるための措置である旨主張するが、これを認めるに足

る疎明はなく、同年度年末一時金では従来の取扱いに戻していることか

らみても、この主張は採用できない。また、学園は、パート職員につい

ては有休を付与したため一時金の支給を廃止した旨主張するが、当時、

パート職員の一時金廃止の理由について何ら説明をしていない。 

  次に、学園は、算定基礎の変更は組合員のみを対象としたものではな

く不当労働行為たり得ない旨主張するが、組合員のみを対象者とする措

置であるか否かは不当労働行為の成否に直接関連するものではなく、ま

た、本件においては、前記第１．６⑴認定のとおり、夏季一時金支給日

現在、組合員は常勤保母12名中11名、パート職員６名中１名であり、夏

季一時金削減で現実に不利益の対象となった職員は組合員が大半であっ

たと認められる。 

  上記の事実に、前記第１．３⑷認定のとおり、Ｄ理事長が組合員から

個別に組合結成の事情を聴取したことを併せ考えると、学園が同年度夏

季一時金において組合と事前協議を行わず常勤保母に対し７年間も継続

していた算定基礎を一方的に変更し支給金額の削減を行ったこと及びパ

ート職員への一時金を不支給としたことは、大阪府の措置基準や雇用契

約では支給することになっていないことを口実に、組合の結成を嫌悪し

て組合員に不利益を与えもって組合の弱体化を企図した、労働組合法第

７条第１号及び第３号に該当する不当労働行為である。 

  なお、学園は、組合が一切の権限を白紙委任した当時の上部団体との

間で合意解決済みであり被救済利益が消滅していると主張するが、後記

７⑵記載のとおり、当時の上部団体と学園との交渉が合意に至ったと認

めるに足る疎明はない。 

  また、学園は、パート職員たる組合員が存在しなくなっているから一

時金不支給に関する被救済利益が消滅していると主張するが、組合に対

する団結権の侵害については、パート職員たる組合員が組合を脱退した

後においても、組合にはなお陳謝文の掲示を求める被救済利益が存する

ものというべきであり、学園の主張は採用できない。 

２ 夏期休暇について 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園において、夏期休暇の付与は少なくとも５年前から確立された

労働慣行であり、組合に対しで事前に説明することなく夏期休暇を廃

止することは、明らかに不当労働行為である。 

  学園は組合結成前に夏期休暇を付与しない旨職員に伝えたと主張す

るが、そのような事実はない。また、組合が夏期休暇廃止理由の説明

を求めたのに対し、学園は説明の都度理由を変え、後から何とか理由
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をつけようとしており、組合嫌悪の意図の下に夏期休暇を廃止したこ

とがうかがえる。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  組合結成前の平成６年３月、学園は夏期休暇を有休として取得する

ように変更する案を全職員に提示しており、Ａはこの変更を前提にし

て年間行事予定表を作成していることからみて、組合結成に対する報

復であり得ないことは自明である。 

  また、夏期休暇の名目で就業規則の根拠なしに休暇を付与していた

ことについては、規範意識に基づく労働慣行ではないから、その廃止

に関して組合と協議する必要はなく、その措置も組合員、非組合員を

区別することなく実施されているのであって、その点からも組合結成

に対する報復ということはあり得ない。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  夏期休暇の廃止については、前記第１．２⑴、⑶及び⑷認定のとおり、

Ｃ園長は、平成６年２月、Ａに対して同６年度から休日及び有休を増加

し夏期休暇を廃止する案を説明していたこと、同年３月下旬には同６年

度の休日及び有休の増加と併せて夏期休暇の廃止について職員会議でそ

の旨説明したことが認められる。 

  これらの事実からすると、夏期休暇の廃止は、平日休日等の増加と関

連して組合結成前に学園として決定し職員に説明済みのものであったと

判断され、この点についての申立ては棄却する。 

３ 参加人数を理由とした団交拒否について 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  平成６年６月22日、同年７月19日、同月28日及び同年８月５日の団

交において、学園は、交渉人数が３名を超えたことを理由に無言を通

したり、団交を打ち切って退席するなどして、実質的に団交を拒否し

た。このような不誠実な態度は、当時も今日においても何ら変わりは

ない。 

  なお、学園の支配介入により同７年５月に組合員が減少したため、

団交出席人数が３名を下回るようになったことから団交が拒否される

ことはなくなったが、そのことによって過去の団交拒否が免罪される

ということはない。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  組合結成当初の団交は、組合等による「つるし上げ」団交であり、

学園出席者に罵詈雑言が浴びせられるなど正常な団交とはいえなかっ

たため、学園は組合側の出席人数を上部団体２名と組合３名の合計５

名とするように提案した。団交は平和的に冷静に労働条件等について

協議すべき場であり、相手方に対して侮辱的態度をとったり、身体を

拘束、監禁したりすることが許されるものではなく、組合側の団交態
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度に対し学園が組合員の出席人数制限を主張した事実が数回あるから

といって、不当労働行為があったとは到底いえるものではない。 

  また、平成７年５月頃には組合員が２名になり、上部団体も変更さ

れ、多人数の組合員が団交に出席することもなくなったため、学園と

しては組合側出席者を３名に制限する必要もなくなり、その後団交は

異常なく行われており、もはや被救済利益は消滅している。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  組合員の団交出席人数については、前記第１．４⑴、⑹、⑺、７⑶、

⑸、⑹、８⑴、⑵、⑷ないし⑹及び９⑴ないし⑶認定のとおり、①平成

６年５月20日の第１回団交には組合員全員が出席したが、その後、同年

６月20日に、学園は団交出席人数を３名とするように申し入れ、これに

対し、組合は出席者数を制限しないように要求したこと、②同月22日、

学園は、「団交の交渉人数が３名を超えるおそれがある」と述べ、団交が

開催されなかったこと、③同年７月19日の団交において、上部団体１名

及び組合員３名が出席して団交が開始されたが、その後組合員の出席者

が増加したところで学園側は発言をやめ、組合員が退席しようとした園

長らの腕をつかんで引き止めようとしたこと、④同月28日の団交におい

て、学園が前回の団交で園長らが閉じこめられたとして組合員の出席人

数の制限を行うように主張し、組合側がこれに反論する中で理事長が退

席して車を出そうとした際組合員が前に立ちはだかったため、学園は軟

禁されたとして警察に通報したこと、⑤同年８月５日の団交において、

当初組合員３名が出席して団交が開始されたが、その後組合員が５名に

なった時点で理事長は組合員が３名を超えているとして退席し、団交が

打ち切られたこと、等が認められる。 

  学園が組合側の団交出席人数に制限を設けることを申し入れること自

体に特段の問題はないが、上記の事実からすると、組合員の団交出席人

数について、学園は３名以内にすることを、組合は制限しないことをそ

れぞれ主張し、団交ルールを巡って労使の調整がつかない状況において、

学園は自己の主張に固執し組合員が３名を超えると発言をやめたり退席

したりするなどかたくなな態度をとり続けていたことが認められる。ま

た、学園は組合員が３名を超えた場合の問題点等について十分な指摘を

しておらず、しかも、組合等が団交において学園出席者をつるし上げた

というほどの事実も認められない。よって、本件において、組合員の出

席人数が３名を超えた場合の上記の学園の団交態度は、正当な理由なく

実質的に団交を拒否するものというべきであり、かかる学園の行為は、

労働組合法第７条第２号に該当する不当労働行為である。 

  なお、学園は、その後組合員が２名になり団交拒否がなされていない

ため被救済利益が消滅している旨主張するが、事後に組合員が減少して

いるからといって過去における団交拒否の不当労働行為について被救済

利益が消滅するものではない。 
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４ 休憩室の使用について 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園は、組合結成前には、職員が休憩室を休憩以外の目的で勤務時

間終了後に使用することを認めていたにもかかわらず、組合が会議の

ため休憩室の使用を十数回にわたって申し込んだところ、いずれもこ

れを認めずその理由も示さなかった。 

  学園は、組合に休憩室を使用させない理由として、学園に施設管理

権があること、組合が使用すれば非組合員が気兼ねなく休憩をとれな

くなること、閉園後に組合が休憩室を使用した場合には学園責任者が

残って終わるのを見届けてから帰らなければならなくなること等を挙

げているが、学園が施設の管理者であることが直ちに組合に休憩室の

使用を認めない正当な理由となるものではなく、非組合員に対する配

慮についても使用を全く認めない理由とはならない。また、組合結成

前は保母が戸締まりをして何ら不都合はなかったのであり、盗難等の

事件は組合に休憩室の使用を認めるか否かとは無関係のことである。 

  以上のとおり、学園が組合に対し一切休憩室の使用を認めないこと

は正当な理由のない不当労働行為である。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  学園の休憩室は職員の休憩と更衣のために設けられた部屋であり、

従来その目的以外で使用するときは園長の許可を要していた。学園が

組合の休憩室使用を不許可にしたのは、使用時刻が午後５時30分から

の場合が多く保母の更衣や休憩に使用する必要があったこと、平成６

年６月28日に組合が不許可にもかかわらず休憩室を強行使用したこと

があり施設管理権が学園にあることを明確に示す必要があったこと、

本来組合活動は労働時間外に自らの負担で行うべきことを明確にする

必要があったこと、便宜供与になるおそれがあること等によるもので

ある。 

  また、組合結成後間もない同年５月14日、Ａが管理していた金銭が

盗まれ、うさぎが殺されるなどの事件が発生したこと、休憩室が組合

事務所のような使われ方をしており、非組合員から休憩室として使え

ないという苦情が寄せられていたことから、学園は戸締まりを園長又

は事務長が行うように取扱いを変更した。このため、組合に休憩室の

使用を認めれば組合の会議が終了するまで２人のうちのいずれかが学

園に残留していなければならなくなり、それは両名にとって大きな負

担増になる。 

  以上のような事情から、学園は組合の使用届出に許可を与えなかっ

たのであり、不当労働行為に該当するものではない。 

  また、同７年５月頃には組合員が２名になり、休憩室のような大部

屋を使用する必要がなくなり、しかも、組合から休憩室使用の申入れ
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もなく、被救済利益が消滅している。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  学園が組合に対して休憩室の使用を認めなかった経緯については、前

記第１．３⑹、４⑴、⑶、⑸、⑻、７⑵、８⑶ないし⑸、９⑴及び⑷認

定のとおり、休憩室は、職員の日常の休憩や更衣のほか職員会議に使用

され、また、年に数回職員の送別会や勉強会の目的でも使用の許可がな

されていたこと、組合は組合用務のための休憩室の使用を要求して団交

を申し入れるとともに日時を指定して休憩室を使用する旨届け出る使用

届を十数回にわたって園長に提出したが、学園はすべて不許可としたこ

と、団交において、学園は一貫して組合の使用を認めないと主張したこ

と、組合等が学園の不許可にもかかわらず休憩室を使用したことがある

こと、学園においてうさぎ等が殺され、現金が盗まれる事件が発生した

ことがあること、がそれぞれ認められる。 

  組合が指摘するように、組合結成前に学園は職員の送別会や勉強会の

ための休憩室の使用を許可していたことが認められるが、それは全職員

を対象とした行事でかつ年に数回のことであり、組合結成直後に学園内

で飼育しているうさぎ等が殺され、現金が盗まれる事件が発生するなど

学園にとって施設管理を強化する必要が生じていたと認められること、

組合等が学園の不許可にもかかわらず休憩室を使用したことがあること、

さらに乳幼児の保育という特に平穏な環境が求められる保育園の業務の

特殊性を併せ考えると、学園が施設管理について厳しい方針をとったこ

とには合理的な理由があるというべきである。組合と学園との間で休憩

室の使用に関する合意が成立していない本件の場合、組合は休憩室を使

用する権利を保障されているものではなく、学園が上記のような事情の

下で、組合に休憩室の使用を許可しなかったとしても不当労働行為に該

当するとはいえない。よって、この点についての申立ては棄却する。 

５ Ａの執務机の移動について 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園がＡの執務机を移動するように強要したことは、後にＡを主任

保母から降格させることを前提としての措置であった。移動先の０歳

児室では主任の業務に支障が生じるし、事務室に執務机があることが

自然なのである。組合が結成されたからこれを追い出すというのはこ

の時期の一連の嫌がらせと見せしめ以外の何ものでもない。そもそも、

本件救済申立てについての学園と弁護士との打合せや連絡が学園内で

行われていたようなことはないし、現に降格されて机が移動させられ

るまでの間も、学園は対応できていたのである。 

  過去においてＡに対し不当な業務命令で執務机の移動を命じたこと

は不当労働行為であり、陳謝文の掲示による救済は当然なされるべき

ものである。 
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イ 学園は、次のとおり主張する。 

  従来、Ａの執務場所が園長、事務長と同じ執務室であったのは、主

任保母が園長を補佐代行する地位にあるため業務上必要であったから

である。しかし、Ａが組合執行委員長として組合の中心的活動をする

ようになったことにより、学園は、組合の要求事項等への対応策の打

合せ等を電話、ファックスがある事務室で行わなければならなくなり、

事務室内に組合執行委員長が同席しているといった非常識というべき

状況が生じ、その都度事務室外又は園外で公衆電話を使用するという

不便を忍んでまでＡの事務室在室を許さなければならない理由はない

から、Ａに執務机を０歳児室へ移動することを命じた。これに対し、

組合は主任保母としての業務に支障を来すと主張するが、仮に主任保

母としての業務に何らかの影響があったとしても、同人の執行委員長

としての組合活動に影響がなければ、組合運営に対する支配介入の不

当労働行為に該当することはない。 

  しかも、平成７年４月、Ａは主任保母でなくなったことで執務室を

移動したので、この問題も現在では解消しており、もはや被救済利益

はない。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  学園がＡに対して執務机の移動を命じた経過についてみると、前記第

１．５⑴、⑵、⑷及び10⑵認定のとおり、平成６年６月、Ｅ園長がＡに

対し、事務長を新規に採用することを理由として執務机を０歳児室に移

動するように口頭で命じたが、Ａは一方的な労働条件の不利益変更であ

るとしてこれを拒否したこと、さらに同年８月、Ｅ園長はＡに対し、執

務机を移動するように文書をもって業務指示を発したが、Ａはこれにも

応じなかったこと、同７年４月、学園が主任保母制度を廃止したことに

伴い、Ａは、主任からの降格と０歳児の担任を命じられて、執務場所を

０歳児室に移動したこと、が認められる。 

  組合は、Ａへの執務机移動命令にかかわる上記一連の経過は、組合結

成に対する嫌がらせと見せしめであると主張するが、職員の執務机をど

こに配置するかは学園の業務管理事項の一つであり、学園の権限に属す

るものというべきである。しかも、本件においては、組合と学園が対立

しており、前記第１．５⑴認定のとおり、組合対策を含む学園の経営に

関して協議しなければならない事務室に十分な広さと設備がなく、事務

室内で他の者に聞かれることなく協議することができないことや、園長

が理事長等と電話で連絡をする際に支障を来す事情等が認められること

からすれば、組合執行委員長であるＡに対して執務机の移動を命じたこ

とには合理的な理由があり、嫌がらせや見せしめのためとはいえず、不

当労働行為とは認められないから、この点に関する申立ては棄却する。 

６ お泊まり保育中止について 

⑴ 当事者の主張要旨 
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ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園は、三六協定を議題とする団交において誠意のない態度に終始

し、平成６年７月22日の交渉では組合とＥ園長との間で協定内容につ

いてほぼ合意に達していたにもかかわらず、翌23日、事前に組合に連

絡することなく休憩室に張り紙を貼付してお泊まり保育中止の通知を

した。しかも、学園が保護者に送付した文書には、中止の理由が、あ

たかも組合が反対したためお泊まり保育を実施すれば園児の身の安全

が保障できないことにあるかのように記載され、組合に対する不信と

反発をあおるものであった。 

  以上の経過から、学園がお泊まり保育をあえて中止しその責任を組

合に転嫁しようとしたことは、組合を攻撃しその弱体化を企図した支

配介入であることは明らかである。 

  お泊まり保育はその後の協議で予定通り実施されたが、それは組合

から保護者に真実を知らせることで保護者が学園に対し強い批判の声

を上げたからであり、なお陳謝文の掲示を求める被救済利益は存在す

る。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  平成６年６月30日、学園は組合に対し、同７年３月までの通年を対

象期間とする三六協定案を提示して協定の締結を申し入れたが、協議

が調わなかった。その後、同６年７月22日の団交においても組合から

提示された協定案が学園の案と基本的に異なっており、三六協定の締

結ができなかったためやむなくお泊まり保育の中止を決定するに至っ

たものである。お泊まり保育を実施するか否かの決定は学園の専決事

項であり、職員に時間外労働を命じない限り、労働組合と交渉したり

連絡したりする義務はなく、非難されるべきものでもない。 

  また、組合は、学園がお泊まり保育の中止を決定したことと、その

旨の掲示及び保護者への通知を、組合不信をあおるものであると非難

するが、お泊まり保育の中止で保護者から非難されるのは学園の方で

あり、組合の主張するところが全く理解できない。また、掲示文書及

び保護者への通知文書は中止に至った動機や事実を簡明に記載しただ

けのもので、組合を中傷・誹謗するような文言はない。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  お泊まり保育の中止を決定した経過をみると、前記第１．７⑴ないし

⑶及び⑸ないし⑼認定のとおり、平成６年７月22日の団交において、組

合は学園の三六協定案を批判しお泊まり保育の２日間のみを対象期間と

する組合の協定案を提示したが、協定締結には至らなかったこと、同団

交において学園からお泊まり保育を中止する旨の発言はなく、翌23日、

学園は事前に組合に通知することなくお泊まり保育の中止を知らせる張

り紙を休憩室に掲示した上、保護者に対して労使関係が円滑でない旨及

びこの状態でお泊まり保育を強行しても子供の安全に不安を感じる旨を
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記載した文書を郵送したこと、しかし、同月27日に開催された団交で三

六協定が締結され、予定どおりお泊まり保育が実施されたこと、が認め

られる。 

  学園が、お泊まり保育実施に向けての三六協定締結を議題とする団交

が継続している中で、事前に組合に通知することなく一方的にお泊まり

保育の中止を決定し職員や保護者にその旨通知したことは、配慮を欠く

行為といわざるを得ないが、お泊まり保育実施予定日の５日前になって

も三六協定が締結されていない状況があったことに、園外の施設を利用

すること、準備に時間を要すること等の事情を併せ考えると、この中止

決定はやむを得ない措置というべきで、組合に対する保護者の不信と反

発をあおるためのものとは認められない。 

  次に、保護者への通知文書の内容についてみると、「既にご存じの様に

南嶺保育園の労使関係がうまく行っていません。このままお泊まり保育

を強行いたしましても、お子様の安全に不安を感じます」との記載があ

るが、これらの文言は特段組合に責任を転嫁するものとはいえない上、

労使が正常な関係にないことについて保護者は組合の機関誌等を通じて

既に知っていたこと、組合員の協力なしにお泊まり保育を実施する場合、

学園が子供の安全に不安を感じたとしても不自然ではないと認められる

こと等から、この通知文書は組合に対する支配介入に当たるものとはい

えない。 

  以上のとおり、お泊まり保育に関して学園に不当労働行為があったと

はいえないので、この点に関する申立ては棄却する。 

７ Ａの主任保母としての取扱いについて 

⑴ 当事者の主張要旨 

ア 組合は、次のとおり主張する。 

  学園は、主任保母が労働基準法第10条及び労働組合法第２条ただし

書第１号の使用者に当たり、組合執行委員長の立場と抵触すると主張

するが、不当労働行為責任が問題となるのは労働組合法上の使用者概

念であり、労働基準法上の使用者概念とは必ずしも一致しない。また、

Ａが主任保母として行っていた職務は、その性質上労働組合の自主性

を損なうものとは到底考えられず、Ａは上記労働組合法の規定に該当

する者ではなく、主任保母の立場と組合執行委員長の立場とは両立で

きるものである。 

  また、学園は、Ａから主任の地位を奪った理由として、同人が他の

保母に対する嫌がらせをしたこともあげているが、この嫌がらせなる

ものは、その主張自体具体性を欠くものであり、何ら客観的な証拠も

ない。仮にＡに主任保母としてふさわしくない正当な理由があったな

ら、学園はその理由によりＡを主任から解任すれば足りるところ、組

合の当時の上部団体からの主任保母制度そのものをなくしたらどうか

との提案に、Ｄ理事長が、「そんなええ手があったのか」と飛びつい
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たというのであるから、主任保母制度の廃止は、正当な理由なしに正

にＡから主任の地位を奪うための手段であったことが明らかである。

しかも、学園は、Ａから主任保母の地位を剥奪すれば他の保母が組合

を脱退するであろうという考えもあったと証言している。 

  さらに、６－47号事件係属中の平成６年10月に、学園がＡに対し、

何らの事実確認も行わないままに「写真代を着服している」と決めつ

けた文書を内容証明郵便をもって送りつけたことは、Ａに対する学園

の異常なまでの敵意、嫌悪を示すものである。 

  学園がＡから主任の地位を奪ったのは、組合執行委員長となったＡ

に対する報復であるとともに、組合の弱体化を企図したもので、その

不当労働行為性は明白である。 

イ 学園は、次のとおり主張する。 

  Ａは、主任保母として園長の補佐・代行、保母の指導等を行う管理

職であって、園長に次ぐ第二の地位にあり、園長の意を体し、その方

針に従い各保母を指揮・監督し、園長の命令を伝達し実現すべき立場

にあり、労働組合法第２条ただし書第１号にいう使用者である。また、

労働基準法第10条の「みなす使用者」にも該当し、その職務上の義務

と責任は、労働組合の最高責任者である執行委員長の誠意と責任とに

直接抵触するものである。 

  Ａは、主任保母の地位にあるにもかかわらず、組合執行委員長とし

て学園と激しく対立し、激越な文言の書面を学園に送付して抗議を繰

り返し、園長の不許可にもかかわらず学園の施設を組合活動に利用し、

園長の方針を無視し、命令に服さずこれに逆らい、学園を激しく攻撃

する組合機関誌を園児の保護者に配付して学園の信用を低下させかつ

保護者に不安を与え、己の意に染まぬ保母に対して嫌がらせをして保

母を困らせるなどの行為をしている。さらに、Ａが担当していた写真

代の余剰金が相当額あるにもかかわらず、同人はその収支を明らかに

しないばかりか、領収書を紛失したとして、ほとんど学園に返還せず、

本件審問廷においても矛盾した証言を繰り返している。このような者

を園長補佐役たる主任保母として補職できないことは常識である。 

  また、組合が権限を白紙委任した当時の上部団体は、当初、Ａを執

行委員長から免ずるので主任保母として引き続き補任されたいとの意

向であった。しかし、Ａが本人も認めているようにこの上部団体の意

向に同意しなかったことから、学園は当時の上部団体の示唆及び同意

の下に、平成７年３月主任保母制度そのものを廃止し、同年４月１日

以降同人を主任保母の職務から解放し、執行委員長としての職務に専

念できるようにしたのであり、不当労働行為ではない。 

⑵ 不当労働行為の成否 

  学園は、主任保母の職務上の義務と責任が組合執行委員長の誠意と責

任に直接抵触し、両者の立場は両立し得ないと主張する。そこでＡの主
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任保母としての職務についてみるに、前記第１．２⑵認定のとおり、Ｆ

事務長採用前は園長に次ぐ地位にあり、対外的には、保育園と保護者と

の間の相互連絡、入園児の面接その他保育現場における保護者への対応

の実質的な責任者であり、対内的には、職員会議の開催、保育計画作成

の助言と指導等職員を管理する立場にあったと認められる。しかしなが

ら、主任保母には、職員の採用・解雇・昇進や担任の決定に関して直接

的な権限はなく、賃金、休暇制度等の労働条件に係る立案と決定にもか

かわっておらず、理事会等で決定された事項に基づいて保育業務を円滑

に遂行していくために保母を統率・指導して業務の運営を図っていく権

限が与えられていたにすぎない。加えるに、前記第１．５⑶及び９⑻認

定のとおり、平成６年７月のＦ事務長採用以降、学園は、Ａの担当職務

から、まず園長補佐及び小口現金の出納記帳管理の業務を、次いで同年

10月21日に、物品の購入、写真代・用品代の徴収、保母の有休取得時等

の勤務の代替の業務を除外している。 

  したがって、主任保母としてのＡは労働組合法第２条ただし書第１号

に規定する者に該当しないとみるのが相当であり、主任保母と組合執行

委員長の立場が両立し得ないという学園の主張は採用できず、Ａが組合

執行委員長であることを主任保母を免ずる理由とすることに正当性は認

められない。 

  次に、学園は、主任保母制度そのものを廃止することを含めて労使間

の紛争解決について、組合の当時の上部団体との間で合意が成立してい

る旨主張する。しかしながら、前記第１．９⑼、⑿及び⒀認定のとおり、

組合と学園からそれぞれ白紙委任された当時の上部団体とＨ理事との間

で和解交渉が進められ、その過程において、Ａは当時の上部団体から主

任又は執行委員長のいずれかを辞めるように打診されていること、及び、

組合は全員投票の結果この問題を含めて上部団体に引き続き和解交渉を

自紙委任していることが認められるが、上記合意についてはその旨の文

書が存在しないばかりか合意が成立したとされる日時、場所が不明確で

あり、労使の間で妥結に至ったと認めるに足る疎明はない。したがって、

この点についての学園の主張は採用できない。 

  さらに、学園は、Ａが写真代を着服したり、園長の方針を無視して命

令に服さず、学園を攻撃する組合機関誌を保護者に配布して学園の信用

を低下させ、また、保母に対して嫌がらせするなど主任保母としての適

格性を欠くと主張するので、この点について検討する。 

  前記第１．９⑺認定のとおり、写真代については、Ａは出納簿を作成

していないなどその管理方法に適切さを欠いてはいるが、一方、学園は、

Ｃ園長が毎年度末にＡから口頭でおおよその残高について報告を受ける

というやり方を５年以上にわたって認めてきており、写真代の出納状況

が明らかでないことについてＡ一人に責任を負わせることは適当でない。

また、園長の方針を無視し命令に服さず、学園を攻撃する組合機関誌を
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保護者に配布して学園の信用を低下させ、保母に対して嫌がらせをした

との点については、これらの行為があったことを認めるに足る具体的な

疎明がなく、この点についての学園の主張は採用できない。 

  以上のことから、学園がＡを主任保母から保母としたことは、主任保

母制度廃止の形をとってはいるが、学園の組織運営上の必要からなされ

たものではなく、同人を降格させるための個人的処遇として行われたも

ので、組合執行委員長として活動するＡを嫌悪し、同人の主任保母の地

位を剥奪することにより、同人に不利益を与えるとともに、組合の弱体

化を企図したものと判断され、労働組合法第７条第１号及び第３号に該

当する不当労働行為である。 

８ 救済方法 

⑴ 組合は平成７年４月１日以降もＡを主任保母として取り扱うことを求

めるが、既に主任保母制度が廃止されているから、主文１のとおり命じ

るのが相当である。 

⑵ 組合は参加人数を理由とする団交拒否の将来にわたる禁止を求めるが、

前記第１．９⑶認定のとおり、平成６年８月中旬以降、学園は組合員の

団交出席人数を理由とする団交拒否は行っていないから、主文３のとお

り命じるのが相当である。 

⑶ 組合は陳謝文の掲示を求めるが、主文３の救済をもって足りると考え

る。 

  以上の事実認定及び判断に基づき、当委員会は、労働組合法第27条及び労

働委員会規則第43条により、主文のとおり命令する。 

 

 平成10年７月17日 

     大阪府地方労働委員会 

      会長 川合 孝郎  ㊞ 


